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本国官庁基礎となる国内商標の
出願人又は権利者 WIPO国際事務局

国際出願

基礎商標がある国・地域の官庁

指定国Aの官庁

指定国Bの官庁

各指定国において審査

指定

指定国Cの官庁（日本）
「Beer」

「Chocolate」

②JPOへ補正書を提出（「Beer」を削除）

①WIPOへ商品減縮申請を直接提出（「Beer」を削除）

国内代理人 JPO

「Beer,Chocolate」

国際登録簿

マドリッド制度の概要

「Beer,Chocolate」 「Beer,Chocolate」

「Beer,Chocolate」

WIPO国際事務局外国出願人

日本の代理人
選任 補正書 WIPOへ

通知
「Beer,Chocolate」

国際登録簿

商品減縮申請書

 指定国（日本）で指定商品「Beer」に拒絶理由がある場合の対処方法

JPO

WIPOから
通報

WIPO国際事務局外国出願人
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減縮通報待ち期間
３～６ヶ月

拒絶理由
通知

商品減縮申請
（出願人→WIPO)

減縮通報
(WIPO→JPO) 査定

査定

指定通報
（願書）

【現行法】

指定通報
（願書）

審査期間の短縮

【見直し案】

国内代理人あり

国内代理人あり

国内代理人なし

 国内代理人による商品補正を、拒絶理由通知後、事件が特許庁に係属してる
間は提出できるようにすることを検討（商標法68条の28 ）

見直しイメージ

国内代理人あり
（上記期間経過後）

又は
国内代理人なし

拒絶理由
通知

査定

補正書
(代理人→JPO)

補正書

国内代理人による商品補正を
拒絶理由通知後、事件が特許庁に
係属している間は可能とする

国内代理人による商品補正は
原則３ヶ月以内のみ可能

審判手続では、
補正書の提出不可

審判手続でも、
補正書の提出可能

従来どおり、WIPO経由で商品減縮申請を行うことも可能

商品減縮申請


	国際商標登録出願に係る手続補正書の�提出期間の見直しイメージ
	スライド番号 2
	スライド番号 3

